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本答申書は，情報公開・個人情報保護審査会条例第
15
条に定める公表用のものです。答申保第７号平成
21
年３月
17
日（諮問保第
11
号）答申１審査会の結論鹿児島県知事以下実施機関というが本件異議申立ての対象となった保有個人（「」。），情報訂正請求につき不訂正とした決定は妥当である。２異議申立ての内容
 
異議申立ての経緯本件異議申立人は，鹿児島県個人情報保護条例（平成
14
年鹿児島県条例第
67
号。以下「条例」という）第
26
条第１項の規定に基づき，平成
20
年３月
21
日付けで「平成
19
年。，
10
月
10
日付け介保第
210
号保有個人情報一部開示決定通知書において開示した保有個人情報」の訂正請求を行った。これに対し，実施機関は，平成
20
年４月
15
日付け介保第
15
号で不訂正決定（以下「本件処分」という）を行った。。その後，本件処分を不服として，平成
20
年４月
30
日付けで異議申立てがなされたものである。
 
異議申立ての趣旨「異議申し立てに係る処分は不当理由であり，
90
日を経過しているとする訂正しない理由を取り消し，訂正するとの決定を求める」というものである。。
 
異議申立ての理由本件異議申立人が，異議申立書及び意見書の中で述べている異議申立ての主たる理由は，要約すると次のとおりである。ア介護保険課及び鹿児島県は保有個人情報訂正に関しての期限の提示を一切通知していない。経過する期限付きであれば，県の設置・配布さ
れているパンフレット及び介護保険課においてその期限を示すべきであるが，一切通知・公表していない。イ期限
90
日を経過している為とその理由を示しているが，県自らの訂正しない理由の文面の示す
90
日の起算日は保有個人情報の開示を受けた日からであり開示請求，「」，３，４，５，６については未だ開示を受けていない。よって，
90
日の経過をもって訂正しない理由には当たらない。ウ
90
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条安全確保の措置第７条従事者の義務及び第８条利用及び提供の制限に（），（）（）故意に逸脱し，
90
日の経過のみを正当化して主張できない。オ条例第
26
条第３項の「
90
日以内」という規定は，条例の全てに抵触していないことが前提である。介護保険課の保身，公務員の保身のために勝手に変更させられているのであり「
90
日以内」とする規定のみが遵守されるはずがない。，カ又，介護保険課は介護保険法以上の法律問題で回答しているのであり，条例以上の（，）。。法律刑法民法の不法行為をとの期限とすべきである不法行為は
90
日ではないよって訂正すべき期限はゆうに存在している。キ又，開示請求があった日から，
90
日以内と規定しているだけであり，継続する
90
日か，通算する
90
日間か規定がない。本件訂正請求者は，通算する
90
日をもって主張する。ク開示されなくても，第三者が同一開示請求をした場合，明らかに本件訂正請求者の苦情・相談者に責任があると判断できる不開示理由となっている。条例以上の法律，憲法違反である。３異議申立てに対する実施機関の説明要旨実施機関が処分理由説明書
で述べている処分理由は，要約すると以下のとおりである。
 
訂正請求の対象となる保有個人情報の特定について条例第
26
条第１項の規定により，保有個人情報の訂正を請求するには，同項第１号及び第２号の開示を受けていることが前提となっている。このため，当該訂正請求の対象となる保有個人情報は，全部開示となっている開示請求２と特定した。
 
不訂正とした理由条例第
26
条第３項において訂正請求は保有個人情報の開示を受けた日から
90
日以，「，内にしなければならない」と規定されている。異議申立人からの当該訂正請求は，保有個人情報の開示を受けた日から
90
日を経過しているため，不訂正の決定を行ったものである。４審査会の判断
 
審査の経過審査会は，本件異議申立てについて，以下のような審査を行った。年月日審査の経過平成
20
年５月
28
日諮問を受けた。６月
20
日実施機関から処分理由説明書を受理した。６日
26
日異議申立人に処分理由説明書を送付し意見書の提出を求めた。７月
23
日異議申立人から意見書を受理した。平成
21
年１月
19
日諮問の審議を行った。２月
16
日諮問の審議を行った。３月
17
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審査会の判断ア本件訂正請求について本件訂正請求は，実施機関が平成
19
年
10
月
10
日付けで一部開示決定により開示した異議申立人に係る保有個人情報についてされたものである。異議申立人の訂正請求書によると，取得作成しないことはありえないことから訂正，，，を求めるというものでありこれに対して実施機関は異議申立人からの訂正請求は保
有個人情報の開示を受けた日から
90
日を経過しているため，不訂正決定を行ったと説明している。イ条例第
26
条第３項について条例第
26
条第３項では，訂正請求は，保有個人情報の開示を受けた日から
90
日以内にしなければならないと定めている。これは，開示決定という行政処分の効果の早期安定のため，取消訴訟の出訴期間（行政事件訴訟法第
14
条第１項）である３箇月（条例制定当時）を参考に定められたものであり，開示を受けた日から
90
日以内にしなければならないこととしたものである。，（）本件訂正請求は異議申立人が保有個人情報の開示を受けた日平成
19
年
10
月
22
日から
90
日以上経過した日（平成
20
年３月
21
日）になされており，条例で定めた請求期限を超過していることは明らかであることから，訂正を請求できる場合には該当しない。ウ異議申立人の主張について
 
請求期限の教示義務について異議申立人は
90
日という期限付きを知らなかった異議申立人には何ら過失もな，「く県民及び異議申立人に通知・公表しない県の故意・有過失責任であると主張，。」するが，条例には，開示決定等を行うに当たって条例第
26
条第３項に関する教示をすべき定めはない。
 
不開示部分への訂正請求について異議申立人は「訂正しない理由の文面の示す
90
日の起算日は「保有個人情報の，，開示を受けた日」からであり，開示請求３，４，５，６については未だ開示を受けていないよって
90
日の経過をもって訂正しない理由には当たらないと主張す。，。」る。これに対して，実施機関は処分理由説明書において「条例第
26
条第１項の規定により，保有個人情報の訂正を請求するには，同項第１号及び第２号の開示を受けていることが前提となっている。このため，当該訂正請求の対象となる保有個人情報は，全部開示となっている開示請求２と特定した」と説明している。そこで，保有個人情報不訂
正決定通知書の「訂正しない理由」欄の記載を確認してみると開示を受けた日から
90
日を経過しているためとの記載しかなく条例，「」，第
26
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，，なる保有個人情報は条例又は他の法令等により開示された保有個人情報に限られ異議申立人が主張する開示請求３，４，５，６については，開示を受けたものではないことから，そもそも訂正請求の対象とならないことは明らかであり，本件処分は結果として妥当である。
 


